
○津山市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成１８年３月３１日

津山市告示第１９１号

津山市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱（平成１４年津山市告示第８４号）の全

部を改正する。

（趣旨）

第１条 市長は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に

資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助

するものとし、その交付に関しては、津山市補助金等交付規則（昭和４２年津山市規則

第１３号）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１） 耐震診断等 既存の建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げるもの及び

これに付随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。

ア 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画の作成又は補強計

画後の耐震診断

（ア） 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１

８年国土交通省告示第１８４号）別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

ついて技術上の指針となるべき事項に定める方法

（イ） 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル（以下「マニュアル」という。）に掲

げる一般診断法又は精密診断法

イ 構造計算書等の既存設計図書の内容確認及び現地調査

ウ 構造計算の再計算及び現地調査

エ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項

の住宅性能評価（既存住宅に関するものであって、評価方法基準（平成１３年国土

交通省告示第１３４７号）第５の１―１の規定による耐震等級（構造躯体の倒壊等
く

防止）の評価のあるものに限る。以下「既存住宅性能表示制度に係る性能評価」と

いう。）

（２） 住宅 建築物のうち、一戸建の住宅、長屋及び共同住宅（店舗等の用途を兼ね

るもの（店舗等の用に供する部分の床面積が述ベ床面積の２分の１未満のものをいう。）

を含む。）をいう。

（３） 指示対象建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２

３号。次号並びに第６条第４号及び第５号において「耐促法」という。）第１５条第

２項に規定する特定既存耐震不適格建築物をいう。

（４） 避難路沿道建築物 耐促法第７条第２号及び第３号に規定する建築物をいう。

（補助対象者）

第３条 この告示の規定による補助金（以下「補助金」という。）の交付を受けることが



できる者（以下「補助対象者」という。）は、国土交通省の社会資本整備総合交付金又

は地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱（令和３年３月３１日付け国住

街第２２３号、国住市第１５６号国土交通省住宅局長通知）に基づく補助金を活用し、

耐震診断等を実施する者であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

（１） 別表第１の事業区分に応じて耐震診断等を行う民間建築物（市内に存するもの

に限る。）の所有者（区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律（昭

和３７年法律第６９号）第３条に規定する団体）であること。

（２） 市税を完納していること。

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第１項第６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者を含む。）でないこと。

（補助金の交付の制限）

第３条の２ 他に定める耐震診断等に類する補助制度の対象となっているものについては、

補助金の交付の対象としない。

（補助対象耐震診断等）

第４条 補助金の交付の対象となる耐震診断等は、次の各号に掲げる要件の全てに該当す

るものとする。ただし、第２条第１号エに該当する耐震診断等は、この限りでない。

（１） 別表第１の事業区分に応じて次に掲げる者が行うものであること。

ア 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第３条第１項の規定

により岡山県木造住宅耐震診断員名簿に登録された者（補助対象者の委託を受けた

一般社団法人岡山県建築士事務所協会（以下「協会」という。）が指定した者に限

る。）

イ 戸建住宅耐震診断事業及び建築物耐震診断事業 建築物の構造実務実績等を勘案

し岡山県知事が指定した建築士事務所に所属する建築士（補助対象者の委託を受け

た建築士事務所が指定した建築士に限る。）。

ウ 避難路沿道建築物耐震診断事業 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

（平成７年建設省令第２８号）第５条第１項各号に規定する者

（２） 当該耐震診断等の完了後、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機

関の評価を受けたものであること。ただし、避難路沿道建築物の耐震診断等の結果に

ついては、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判

定委員会登録要綱の規定に基づき登録を受けた耐震判定委員会又はその他岡山県知事

が認めた機関の評価を受けたものをもってこれに代えることができる。

（補助対象経費及び補助率等）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助率等

は、別表第１に定めるところによる。ただし、補助対象経費について、消費税仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）の規定による仕入に係る消費税額として控除することができる額及

び当該額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税率を乗じて



得た額の合計額をいう。以下同じ。）が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除

税額は、補助対象経費から控除するものとする。

２ 前項ただし書の規定による消費税仕入控除税額の控除を行わなかった補助対象者にお

いて、補助金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額が確定した場合にあっては、当該

補助対象者は、別に定めるところにより速やかに市長にその報告を行い、当該交付を受

けた補助金の額と当該確定後の消費税仕入控除税額を補助対象経費から控除した場合の

補助金の額との差額を返還しなければならない。

（交付申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、津山市建築物耐震診断等事業費補助金交付

申請書（様式第１号又は様式第２号）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請し

なければならない。

（１） 耐震診断等を受けようとする建築物の位置図

（２） 耐震診断等を受けようとする建築物の所有者及び工事着手時期が分かるもの

（３） 事業計画書（変更事業計画書）（様式第３号。ただし、様式第１号（精密診断

の場合に限る。）又は様式第２号による申請の場合に限る。）

（４） 配置図及び道路関係立面図（様式第４号。ただし、耐促法第１４条第３号の通

行障害建築物に該当する場合に限る。）

（５） 耐促法第７条に規定する要安全確認計画記載建築物であることが分かるもの（避

難路沿道建築物に該当する場合に限る。）

（６） その他市長が必要と認める書類

（交付決定）

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して補

助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

（計画の変更等）

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、補助事業（補

助金の交付の対象となる耐震診断等をいう。以下同じ。）の内容を変更し、又は中止し

ようとするときは、速やかに津山市建築物耐震診断等事業変更・中止承認申請書（様式

第５号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の承認をしたときは、申請者に通知するものとする。

（実績報告）

第９条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して１０日を

経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日

までに津山市建築物耐震診断等事業実績報告書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。

（１） 事業実績明細書（様式第７号。ただし、岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに

よる耐震診断等にあっては、添付を要しない。）

（２） 耐震診断等の結果報告書

（３） その他市長が必要と認める書類



（補助金の交付等）

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査

し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助決定者に通知する。

２ 補助決定者が補助金の請求をしようとするときは、津山市建築物耐震診断等事業補助

金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。

３ 市長は、前項の請求書の提出が適正に行われたことを確認の上、補助金を交付するも

のとする。

（代理受領）

第１１条 補助決定者は、補助金の受領について、第４条第１号ウに規定する者又は当該

者が属する設計事務所等に委任することができる。

２ 前項の場合において、補助決定者は、第９条に規定する報告書に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。

（１） 補助金の代理受領に係る委任状

（２） 耐震診断等に係る請求書の写し

（３） 前号に掲げる請求書の金額から補助金の額を差し引いた金額の領収書の写し

３ 第１項の規定にかかわらず、木造住宅耐震診断等事業（精密診断法による耐震診断等

を除く。次項において同じ。）の補助決定者は、補助金の受領を協会に行わせるものと

する。

４ 協会は、補助決定者から木造住宅耐震診断等事業を受託したときは、前項の規定に同

意したものとみなす。

（公表）

第１２条 市長は、本事業の耐震診断等の結果を遅滞なく公表するものとする。

２ 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法等は、市長が別に定める。

（取引上の開示）

第１３条 本事業の耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物を第三者に譲渡

し、又は貸与しようとするときは、譲渡人又は賃貸人に、耐震診断等の結果を開示しな

ければならない。

（その他）

第１４条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

付 則

この告示は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度分の補助金から適用する。

付 則（平成１９年６月２７日告示第５４号）

この要綱は、公示の日から施行する。

付 則（平成２０年３月３１日告示第２０２号）

この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度分の補助金から適用する。

付 則（平成２０年８月１８日告示第８９号）

この要綱は、公示の日から施行し、平成２０年度分の補助金から適用する。



付 則（平成２２年７月１日告示第６０号）

この要綱は、公示の日から施行する。

付 則（平成２３年４月１日告示第１９号）

この要綱は、公示の日から施行する。

付 則（平成２６年７月１日告示第６４号）

この要綱は、公示の日から施行する。

付 則（平成２８年３月３１日告示第２２６号）

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

付 則（平成２９年６月１日告示第７６号）

この告示は、公示の日から施行する。

付 則（平成３１年３月３１日告示第２６６号）

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。

付 則（令和元年８月３０日告示第１１７号）

（施行期日）

１ この告示は、令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正前の津山市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱第７条の規定

により補助金の交付の決定を受け、かつ、令和元年１０月１日以後に完了する補助事業

（木造住宅耐震診断事業に係るものを除く。）に係る補助金については、この告示によ

る改正後の津山市建築物耐震診断等事業補助金交付要綱の規定を適用する。

付 則（令和３年３月３１日告示第３１８号）

（施行期日）

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の津山市建築物耐震診断等事業費補助金

交付要綱に定める様式により作成された用紙のあるときは、この告示の規定にかかわら

ず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第１（第３条・第４条・第５条関係）

補助の対象 補助率等

事業

区分

建築物 経費

木造

住宅

耐震

診断

事業

次に掲げる要件の全てに該当

する住宅

(１) 昭和５６年５月３１日以

前に着工された一戸建の住宅

（店舗、事務所等住宅以外の

用途を兼ねる住宅にあって

次に掲げる経費の合計額（１

棟につき１３６，０００円（マ

ニュアルに掲げる一般診断法に

よるものについては、面積が２

００m２以内のものにあっては１

棟につき９０，０００円、２０

(１) 国土交通省

の社会資本整備

総合交付金の効

果促進事業を活

用した一般診断

法によるものに



は、住宅以外用途の床面積が

２分の１未満のものに限る。）

であること。

(２) 構造が次に掲げる工法以

外の木造であること。

ア 丸太組工法

イ 建築基準法の一部を改正

する法律（平成１０年法律第

１００号）第３条の規定によ

る改正前の建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第３

８条の規定に基づく認定工

法

(３) 地上階数が２以下である

こと。

(４) この表の避難路沿道建築

物耐震診断事業（第２条第１

号アに掲げる補強計画の作成

及び補強計画後の耐震診断を

行う場合を除く。以下この表

において同じ。）の項建築物

の欄に掲げる建築物以外の建

築物

０m２を超えるものにあっては１

棟につき９０，０００円に２０

０m２を超える面積１００m２まで

ごとに１０，０００円を加算し

た額）を上限とする。）

(１) 耐震診断等の経費（第２

条第１号アに該当するものに

あってはマニュアルに掲げる

一般診断法又は精密診断法に

よるものに限り、同号エに該

当するものにあっては耐震性

能に係る評価の費用相当分の

経費に限る。）

(２) 第４条第２号の評価に係

る経費

ついては、面積が

２００m２以内の

ものにあっては

８０，０００円、

２００m２を超え

るものにあって

は８０，０００円

に２００m２を超

える面積１００m

２までごとに８，

０００円を加算

した額とする。

(２) (１)以外の

ものについては、

補助対象経費の

３分の２以内。た

だし、１棟につき

９０，０００円を

限度とする。

戸建

住宅

耐震

診断

事業

次に掲げる要件の全てに該当

する住宅

(１) 昭和５６年５月３１日以

前に着工された建築物である

こと。

(２) この表の木造住宅耐震診

断事業及び避難路沿道建築物

耐震診断事業の項建築物の欄

に掲げる住宅及び建築物以外

の一戸建住宅であること。

次に掲げる経費の合計額（１

棟につき１３６，０００円を限

度とする。）

(１) 耐震診断等の経費（第２

条第１号エに該当するものに

あっては、耐震性能に係る評

価の費用相当分の経費に限

る。）

(２) 第４条第２号の評価に係

る経費

補助対象経費の

３分の２以内。ただ

し、１棟につき９

０，０００円を限度

とする。

建築

物耐

震診

断事

業

次に掲げる要件の全てに該当

する建築物

(１) 昭和５６年５月３１日以

前に着工された建築物である

こと。

(２) この表の木造住宅耐震診

断事業、戸建住宅耐震診断事

次に掲げる経費の合計額（１，

０００m２以内の部分は１m２につ

き３，６７０円、１，０００m２

を超えて２，０００m２以内の部

分は１m２につき１，５７０円、

２，０００m２を超える部分は１m

２につき１，０５０円として算出

補助対象経費の

３分の２以内。ただ

し、次に掲げる額を

限度とする。

(１) 指示対象建

築物 １棟につ

き３，０００，０



業及び避難路沿道建築物耐震

診断事業の項建築物の欄に掲

げる住宅及び建築物以外の建

築物であること。

した額の合計額を限度とする。）

(１) 耐震診断等の経費（第２

条第１号エに該当するものに

あっては、耐震性能に係る評

価の費用相当分の経費に限

る。）

(２) 第４条第２号の評価に係

る経費

００円

(２) (１)以外の

もの １棟につ

き１，５００，０

００円

避難

路沿

道建

築物

耐震

診断

事業

避難路沿道建築物 次に掲げる経費の合計額（マ

ニュアルに掲げる一般診断法に

よるものについては、面積が２

００m２以内のものにあっては１

棟につき７１，２００円、２０

０m２を超えるものにあっては１

棟につき７１，２００円に２０

０m２を超える面積１００m２まで

ごとに９，１００円を加算した

額、マニュアルに掲げる一般診

断法以外によるものについて

は、面積が１，０００m２以内の

部分は１m２につき３，６７０円、

１，０００m２を超えて２，００

０m２以内の部分は１m２につき

１，５７０円、２，０００m２を

超える部分は１m２につき１，０

５０円として算出した額の合計

額に、設計図書の復元及び第４

条第２号の評価に係る経費以外

の経費（１，５７０，０００円

を限度とする。）を加算した額

を上限とする。）

(１) 耐震診断等の経費（第２

条第１号アに掲げる補強計画

の作成及び補強計画後の耐震

診断に係るもの並びに同号エ

に係るものを除く。）

(２) 第４条第２号の評価に係

る経費

補助対象経費以

内



様式第１号（第６条関係）

津山市建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書

（木造住宅耐震診断事業）

年 月 日

津山市長 殿

申請者 住 所

氏 名

電話番号

※本人（代表者）が署名しない場合は、記名押印してください。

津山市建築物耐震診断等事業費補助金の交付を受けたいので、津山市建築物耐震診断等

事業費補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。

申請に当たっては、以下の項目に同意します。

・同要綱第１２条の規定に基づき耐震診断等の結果を公表すること。

・暴力団員でないことを確認するため、必要な場合に本申請に関する個人情報を岡山県警察本

部に

照会すること。

・同要綱第１１条第３項の規定による代理受領制度を利用し、一般社団法人岡山県建築士事

務所協会が補助金を受領すること。

所 有 者
住所

氏名 電話

事 業 区 分

□ 耐震診断 （ □一般診断法 ・ □精密診断法 ）

□ 補強計画及び計画後診断

（ □一般診断法 ・ □精密診断法 ）

建
築
物
の
概
要

所 在 地 津山市

構 造 木造 地上 階・地下 階

規 模 建築面積 m2 延床面積 m2

用 途 住 宅

一戸建・併用の場合

(店舗・事務所・その他( ))

併用部分の延床面積 m2

建築年月日 年 月 日 着工

補助事業着手年月日及

び 完 了 年 月 日 (予 定)

着手年月日 年 月 日

完了年月日 年 月 日

補 助 事 業 経 費 所 要 額 円

補 助 対 象 経 費 円

補 助 金 交 付 申 請 額 円

建築物の耐震改修の促

進に関する法律第１４

条第３号の通行障害建

築物の該当の有無

□ 有り （前面道路の道路幅員 ｍ）

□ 無し



注 ※印の欄は記入しないでください。

添 付 書 類

1 付近見取図(都市計画図S＝1／2,500等で位置が分かるもの)

2 申請建築物の登記事項証明書の写し等(所有者及び工事着手時期

が分かるもの)

3 建築物の2面以上の外観写真(基礎の状態が判明するもの)

4 事業計画書(様式第3号)（精密診断の場合のみ添付）

5 その他同要綱第6条に規定するもの

※ 担 当 課 所 見









様式第５号（第８条関係）

津山市建築物耐震診断等事業変更・中止承認申請書

年 月 日

津山市長 殿

申請者 住 所

氏 名

電話番号

年 月 日付け津山市指令 第 号で補助金の交付決定を受けた

耐震診断等事業について、内容の変更・中止の承認を受けたいので、津山市建築物耐震診

断等事業費補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり申請します。

事 業 区 分

□木造住宅耐震診断事業

□ 耐震診断 （ □一般診断法 ・ □精密診断法 ）

□ 補強計画及び計画後診断

（ □一般診断法 ・ □精密診断法 ）

□戸建住宅耐震診断事業

□建築物耐震診断事業

□避難路沿道建築物耐震診断事業

建 築 物 の 所 在 地 津山市

変更・中止の内容
変 更 の

場 合

変更前

変更後

変更・中止の理由

変更・中止の年月日 年 月 日(予定)

補 助 金

(変更の場合のみ記

入)

補 助 金 交 付 決 定 額 円

変 更 交 付 決 定 額 円

差 引 増 減 額 円

添 付 書 類
1 変更事業計画書(様式第 3 号)(変更の場合)

2 その他申請内容を確認するのに必要な書類



様式第６号（第９条関係）

津山市建築物耐震診断等事業実績報告書

年 月 日

津山市長 殿

住 所

氏 名

電話番号

年 月 日付け津山市指令 第 号により補助金の交付決定を

受けた耐震診断等事業が完了したので、津山市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱第

９条の規定により、次のとおり報告します。

注 ※印の欄は記入しないでください

指 令 年 月 日 年 月 日

決定通知書の指令番号 津山市指令 第 号

事 業 区 分

□木造住宅耐震診断事業

□ 耐震診断 （ □一般診断法 ・ □精密診断法 ）

□ 補強計画及び計画後診断

（ □一般診断法 ・ □精密診断法 ）

□戸建住宅耐震診断事業

□建築物耐震診断事業

□避難路沿道建築物耐震診断事業

建 築 物 の 所 在 地 津山市

補助事業着手年月日及

び 完 了 年 月 日

着手年月日 年 月 日

完了年月日 年 月 日

交 付 決 定 額 円

既 交 付 額 円

補助対象の経費精算額 円

補 助 事 業 の 経 過

及 び 内 容

添 付 書 類

1 事業実績明細書(様式第 7 号)

2 契約書の写し

3 契約代金支払等を証する書類(領収書の写し等)

4 耐震診断等の結果報告書(既存住宅性能表示制度に係る性能

評価以外の場合は評価機関による評価書の写しを添えること)

ただし、岡山県木造住宅耐震診断マニュアルによる耐震診断等

にあっては、1 及び 2 の添付を要しない。

備 考 ※報告事項審査結果(担当課)





様式第８号（第１０条関係）

津山市建築物耐震診断等事業補助金交付請求書

年 月 日

津山市長 殿

住 所

氏 名

電話番号

津山市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、次のとお

り請求します。

※木造住宅耐震診断等事業（精密診断法による耐震診断等を除く。）の補助金は、同要綱第

１１条第３項の規定による代理受領制度により、一般社団法人岡山県建築士事務所協会が

受領します。

指 令 年 月 日 年 月 日

決定通知書の指令番号 津山市指令 第 号

補 助 の 名 称 津山市建築物耐震診断等事業費補助金

事 業 区 分

□木造住宅耐震診断事業

□一般診断法(現況)

□一般診断法(補強計画及び計画後診断)

□精密診断法

□戸建住宅耐震診断事業

□建築物耐震診断事業

□避難路沿道建築物耐震診断事業

建 築 物 の 所 在 地 津山市

交 付 決 定 額 円

交 付 確 定 額 円

既 交 付 額 円

補 助 金 請 求 額 円

添 付 書 類 補助金交付確定通知書の写し

備 考


